
　
i
新
聞
報
道
の
熟
慮
誘
発
機
能
の
視
点
か
ら
1

二
〇
〇
〇
年
「
少
年
法
改
正
」
を
め
ぐ
る
新
聞
報
道
と
世
論
形
成

4、

∫

旧

夫

二〇〇〇年「少年法改正」をめぐる新聞報道と世論形成

は
じ
め
に

一
　
二
〇
〇
〇
年
の
少
年
法
改
正
を
め
く
る
社
会
状
況

二
　
少
年
法
厳
罰
化
を
め
ぐ
る
世
論
（
セ
ロ
ン
）
と
輿
論
（
よ
ろ
ん
）

三
　
少
年
法
厳
罰
化
と
報
道
の
熟
慮
誘
発
機
能

四
　
改
正
厳
罰
化
に
関
す
る
全
国
三
紙
の
報
道
内
容

む
す
ひ
に
ー
「
知
ら
せ
る
メ
テ
ィ
ア
」
と
「
問
い
か
け
る
メ
テ
ィ
ア
」

は
じ
め
に

　
二
〇
〇
七
年
五
月
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
改
正
の
少
年
法
厳
罰
化
措
置
を
さ
ら
に
強
化
し
、
「
お
お
む
ね
一
二
歳
」
程
度
の
少
年

で
も
、
犯
行
内
容
に
よ
っ
て
は
少
年
院
に
送
致
可
能
と
の
改
正
案
が
国
会
で
通
過
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
二
〇
〇
五
年
に
長
崎
市

で
発
生
し
た
小
学
六
年
生
に
よ
る
同
級
生
殺
害
事
件
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
普
通
の
少
年
」
が
引
き
起
こ
す
凶
悪
犯
罪
が
大
き
く
報
道

415



法学研究80巻12号（2007：12）

さ
れ
国
民
の
不
安
感
を
煽
っ
た
こ
と
、
一
四
歳
以
下
の
少
年
を
担
当
し
て
き
た
児
童
相
談
所
が
、
増
加
す
る
児
童
虐
待
な
ど
の
対
応

に
追
わ
れ
手
詰
ま
り
状
態
で
あ
る
な
ど
の
行
政
当
局
側
の
二
ー
ズ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
少
年
法
改
正
を
め
ぐ
っ
て

も
、
一
連
の
報
道
は
、
視
聴
者
・
読
者
が
持
つ
不
安
・
恐
怖
を
冷
静
な
判
断
方
向
に
向
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
課
題
を
残
し
た
。

　
映
像
を
伴
っ
た
凶
悪
犯
罪
報
道
は
、
読
者
・
視
聴
者
た
る
市
民
の
恐
怖
を
急
激
に
喚
起
す
る
の
で
、
世
論
は
短
時
間
・
か
つ
短
絡

的
に
厳
罰
化
認
容
の
方
向
に
シ
フ
ト
し
や
す
い
。
加
害
者
に
対
す
る
罰
則
規
定
強
化
を
求
め
る
構
造
に
も
同
じ
よ
う
な
世
論
の
動
き

が
関
係
し
て
い
る
。
関
係
者
の
人
権
に
関
わ
る
重
要
な
法
案
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
感
情
的
な
世
論
の
動
き
に
押
さ
れ
る
形
で
国

会
で
の
審
理
も
拙
速
に
な
り
や
す
く
、
こ
こ
か
ら
思
わ
ぬ
弊
害
も
生
じ
う
る
。
少
年
法
改
正
に
伴
う
厳
罰
化
論
議
は
、
ま
さ
に
、
こ

の
範
疇
に
属
す
る
課
題
で
あ
る
。
商
業
的
性
格
を
帯
び
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
性
格
上
、
短
期
間
と
低
コ
ス
ト
で
視
聴
率
が
取
れ
る

よ
う
な
現
象
に
注
目
し
て
事
象
を
集
中
的
に
報
道
す
る
た
め
（
こ
れ
は
「
瞬
間
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
報
道
フ
レ
ー
ム
）
、
読
者
・
視
聴
者

の
当
該
犯
罪
に
関
す
る
現
状
認
識
は
、
必
ず
し
も
実
態
に
即
し
た
も
の
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
特
に
現
代
社
会
で
は
、
自
由
に
編

集
さ
れ
た
映
像
と
効
果
音
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
駆
使
さ
れ
る
テ
レ
ビ
の
凶
悪
犯
罪
報
道
の
短
期
的
な
影
響
力
は
大
き
く
、
視
聴
者
に

衝
撃
的
な
恐
怖
心
と
遺
族
へ
の
同
情
心
を
煽
り
、
急
速
に
厳
罰
化
認
容
の
空
気
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
統
計
学
的
な
検
証
性

を
伴
わ
な
い
話
が
メ
デ
ィ
ア
の
不
用
意
な
報
道
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
、
や
が
て
権
威
化
さ
れ
て
あ
た
か
も
既
成
事
実
の
よ
う
に
認
識

さ
れ
て
い
き
不
安
な
空
気
を
作
り
上
げ
て
い
く
現
象
は
「
モ
ラ
ル
・
パ
ニ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
。
さ
ら
に
最
近
の
体
感
治
安
に
関
す

る
研
究
で
は
、
地
域
社
会
で
の
人
間
関
係
の
希
薄
化
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
強
い
イ
メ
ー
ジ
形
成
力
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
指

　
　
　
　
（
1
）

摘
さ
れ
て
い
る
。

　
特
に
少
年
事
件
の
場
合
、
少
年
法
お
よ
び
少
年
審
判
規
則
等
に
よ
っ
て
、
加
害
少
年
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
の
非
公
開
・
報
道
禁

止
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
報
道
は
ど
う
し
て
も
被
害
者
の
悲
惨
な
状
況
に
重
点
を
置
い
た
も
の
に
な
り
や
す
い
。
一
九
九
七
年
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神
戸
の
酒
鬼
薔
薇
事
件
で
娘
を
殺
さ
れ
た
山
下
京
子
さ
ん
は
手
記
の
中
で
、
事
件
報
道
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
「
加
害
者
へ
の
怒
り
」

や
「
悲
し
み
に
沈
む
被
害
者
」
を
強
調
し
た
い
と
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
言
辞
ば
か
り
を
切
り
張
り
し
て
い
く
」
と
述
べ
、
「
私
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ち
が
伝
え
た
い
こ
と
は
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
」
と
憤
り
を
感
じ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
報
道
の

あ
り
方
が
、
最
終
的
に
、
諸
社
会
統
制
規
範
の
改
正
な
ど
の
政
治
的
な
動
き
に
連
動
し
、
ま
た
為
政
者
や
統
制
側
に
利
用
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
犯
罪
報
道
の
あ
り
方
が
常
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
少
年
が
引
き
起
こ
す
凶
悪
犯
罪
の
背
景

に
は
、
日
常
生
活
で
は
め
っ
た
に
経
験
し
な
い
よ
う
な
事
実
経
過
や
人
間
ド
ラ
マ
が
潜
ま
れ
て
お
り
、
多
く
の
読
者
・
視
聴
者
の
好

奇
心
を
刺
激
し
、
よ
り
詳
細
な
当
事
者
情
報
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
を
喚
起
す
る
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪
報
道
が
き
っ
か
け
に
な
っ

て
世
論
が
喚
起
さ
れ
立
法
作
業
が
始
動
す
る
時
に
は
、
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
「
冷
静
さ
を
伴
っ
た
ジ
レ
ン
マ
」
の
形
成
に
寄
与

す
る
報
道
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
る
。
報
道
機
関
は
、
事
件
や
政
府
行
政
の
動
き
を
伝
え
る
単
な
る
伝
達
機
関
で
は
な
く
、
民
主
主

義
を
成
熟
さ
せ
る
た
め
の
社
会
性
を
担
っ
た
公
共
機
関
で
あ
る
。
特
に
、
世
論
が
熱
狂
や
深
い
不
安
に
あ
る
と
き
な
ど
は
、
市
民
は

将
来
の
予
測
を
行
え
る
だ
け
の
冷
静
さ
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
報
道
の
読
者
・
視
聴
者
へ
の
責
任
は
重
要
に
な
る
。
本
稿
で

は
、
以
上
の
観
点
か
ら
、
厳
罰
化
を
明
確
に
し
た
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
の
改
正
少
年
法
成
立
ま
で
に
注
目
し
て
、
報
道
が
市
民
た
る

視
聴
者
・
読
者
に
対
し
、
熟
慮
す
る
こ
と
を
促
す
力
（
熟
慮
誘
発
機
能
）
を
持
ち
え
る
た
め
の
条
件
を
検
討
す
る
。

一
　
二
〇
〇
〇
年
の
少
年
法
改
正
を
め
ぐ
る
社
会
状
況

　
一
九
九
七
年
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
神
戸
市
須
磨
区
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
お
い
て
小
学
生
が
連
続
し
て
殺
傷
さ
れ
る
事
件
が
発
生

し
、
「
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
」
を
名
乗
っ
て
報
道
機
関
に
声
明
を
送
っ
て
い
た
犯
人
は
逮
捕
後
、
一
四
歳
の
中
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
た
。
本
事
例
の
よ
う
な
普
段
目
立
た
な
い
少
年
が
突
然
、
不
可
解
な
理
由
で
人
を
殺
害
す
る
よ
う
な
事
件
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
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ど
う
し
て
起
き
る
か
予
測
が
つ
か
な
い
た
め
そ
の
恐
怖
心
は
過
剰
に
煽
ら
れ
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
少
年
法
上
の
刑
罰
適
用
に

関
し
「
年
齢
引
き
下
げ
論
」
（
以
下
一
「
少
年
法
厳
罰
化
」
と
記
す
）
が
浮
上
す
る
。
説
得
に
関
す
る
「
恐
怖
訴
求
効
果
理
論
」
通
り
、

犯
罪
報
道
が
恐
怖
心
を
喚
起
し
、
同
時
に
そ
の
恐
怖
心
解
決
の
唯
一
即
効
的
な
解
決
法
の
よ
う
に
厳
罰
化
案
が
一
部
の
国
会
議
員
ら

に
よ
り
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
反
復
し
て
提
示
さ
れ
た
た
め
、
多
く
の
読
者
・
視
聴
者
は
そ
の
説
得
を
受
容
し
や
す
い
心
理
状
態
に
置
か

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
も
、
栃
木
県
の
教
師
殺
害
、
愛
知
県
の
主
婦
殺
害
と
い
っ
た
少
年
に
よ
る
衝
撃
的
で
凶
悪
な
犯
罪
が
続
発
し
、
マ
ス
コ
ミ

報
道
で
は
。
キ
レ
ル
一
七
歳
”
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が
盛
ん
に
使
わ
れ
、
少
年
法
の
甘
い
処
分
規
定
が
問
題
と
の
指
摘
も
ニ
ュ
ー

ス
や
紙
面
上
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
の
二
〇
〇
〇
年
総
選
挙
前
の
五
月
、
西
鉄
高
速
バ
ス
乗
っ
取
り
事
件
で
乗

客
を
殺
傷
し
た
犯
人
、
愛
知
県
豊
川
市
で
主
婦
を
包
丁
で
刺
殺
し
た
犯
人
、
横
浜
市
の
J
R
根
岸
線
車
内
で
ハ
ン
マ
ー
に
よ
り
乗
客

の
頭
を
殴
っ
た
犯
人
が
い
ず
れ
も
高
校
生
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
少
年
法
改
正
厳
罰
化
の
導
入
の
是
非
が
六
月
総
選
挙
の
主
要
争
点

の
一
つ
と
な
る
。
特
に
、
西
鉄
高
速
バ
ス
乗
っ
取
り
事
件
の
犯
人
（
当
時
一
七
歳
）
の
少
年
は
、
事
件
直
前
に
「
二
二
歳
以
下
は
何

し
て
も
い
い
ん
だ
よ
。
児
童
相
談
所
に
通
告
さ
れ
て
お
し
ま
い
。
一
六
歳
以
上
は
控
え
め
に
H
　
起
訴
さ
れ
ち
ゃ
う
か
ら
ね
。
一
八

歳
以
上
は
も
う
大
人
”
　
死
刑
に
な
っ
ち
ゃ
う
よ
。
一
四
歳
未
満
は
逮
捕
さ
れ
な
い
。
や
り
た
い
放
題
や
れ
U
　
悪
い
こ
と
す
る
な

ら
今
の
う
ち
…
…
」
と
の
記
述
を
残
し
、
こ
れ
が
主
要
メ
デ
ィ
ア
に
繰
り
返
し
報
道
さ
れ
る
こ
と
で
世
間
の
強
い
関
心
を
集
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
当
時
の
少
年
法
で
は
、
心
身
に
問
題
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実
際
に
は
「
原
則
三
年
以
内
」
と
い
う
法
務
省
矯
正
局

長
通
達
が
守
ら
れ
て
お
り
、
一
五
歳
以
下
の
場
合
、
ど
ん
な
凶
悪
犯
で
も
三
年
で
社
会
復
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
関
連
報
道
も
、
読
者
・
視
聴
者
の
間
に
「
法
的
処
分
」
が
甘
す
ぎ
る
と
い
う
空
気
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
空
気
が
、
同
年
六
月
の
「
神
の
国
」
解
散
総
選
挙
と
呼
ば
れ
る
与
党
側
の
選
挙
戦
術
に
利
用
さ
れ
て
い
く
。
当
時

国
民
の
関
心
の
高
か
っ
た
こ
の
間
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
争
点
化
し
、
厳
罰
化
を
求
め
る
声
を
政
党
支
持
に
結
び
つ
け
て
い
く
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選
挙
戦
術
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
自
民
党
森
内
閣
の
支
持
率
は
三
〇
％
を
割
り
、
い
く
つ
か
の
首
相
の
不
用
意
な
発
言
に
よ
っ
て
六

月
下
旬
選
挙
直
前
に
は
一
〇
％
台
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
民
党
と
与
党
連
立
を
組
む
こ
と
に
な
る
公
明
党

も
、
当
初
は
、
少
年
法
厳
罰
化
改
正
に
は
反
対
の
立
場
を
取
っ
て
い
た
が
、
重
点
選
挙
区
で
の
有
権
者
か
ら
の
要
望
が
強
い
た
め
、

選
挙
期
間
中
に
政
策
を
変
更
し
て
い
る
。
刑
事
法
に
関
す
る
基
本
法
の
改
正
は
、
法
務
省
・
最
高
裁
・
日
弁
連
の
法
曹
三
者
で
協
議

し
た
上
で
、
法
制
審
議
会
で
の
論
議
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
議
員
立
法
で
成
立
を
急
い
だ
背
景
に
は
、
上
記
の
よ

う
な
政
府
自
民
党
の
置
か
れ
た
政
治
状
況
も
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
選
挙
戦
術
を
行
使
し
厳
罰
化
を
政
策
と
し

て
訴
え
た
政
府
与
党
側
が
、
定
数
二
〇
議
席
削
減
後
の
議
席
数
割
合
を
僅
か
な
り
と
も
増
加
さ
せ
た
こ
と
は
、
当
然
、
次
期
国
会
で

の
同
法
案
審
議
の
進
め
方
に
も
影
響
を
与
え
た
。
報
道
と
選
挙
や
国
会
へ
の
法
案
提
出
時
の
世
論
動
向
と
の
関
係
を
検
討
す
る
た
め
、

以
下
で
は
、
改
正
案
成
立
ま
で
の
経
緯
を
ま
と
め
る
。

一
九
九
七
年
八
月

二
〇
〇
〇
年
五
月
三
日

二
〇
〇
〇
年
六
月
一
三
日
～
二
五
日

二
〇
〇
〇
年
九
月
二
九
日

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
〇
日

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
三
一
日

二
〇
〇
〇
年
二
月
二
八
日

二
〇
〇
一
年
〇
四
月
〇
一
日

神
戸
一
四
歳
「
酒
薔
薇
聖
斗
」
事
件

西
鉄
高
速
バ
ス
一
七
歳
少
年
乗
っ
取
り
事
件

「
少
年
法
改
正
」
総
選
挙
の
争
点
に
な
り
政
府
自
民
党
勝
利

与
党
「
少
年
法
改
正
案
」
国
会
提
出

※
こ
の
時
期
前
後
し
て
各
報
道
機
関
に
よ
る
世
論
調
査
実
施

衆
議
院
法
務
委
員
会
審
議
入

衆
議
院
法
務
委
員
会
、
衆
議
院
本
会
議
に
て
可
決

参
議
院
法
務
委
員
会
、
参
議
院
本
会
議
に
て
可
決
成
立

改
正
法
施
行
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少
年
法
改
正
案
の
国
会
審
議
は
、
参
院
選
比
例
代
表
へ
の
非
拘
束
名
簿
方
式
導
入
を
め
ぐ
る
混
乱
の
波
を
受
け
、
衆
議
院
法
務
委

員
会
に
与
野
党
が
そ
ろ
っ
た
審
議
は
五
日
間
と
な
っ
て
い
る
。
最
終
日
審
議
が
始
ま
る
直
前
の
法
務
委
員
会
室
で
は
、
与
党
議
員
か

ら
も
「
確
か
に
（
審
議
）
時
間
が
短
い
」
と
の
声
が
出
た
、
と
同
年
｝
一
月
二
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
は
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
厳

罰
化
効
果
や
弊
害
等
の
調
査
・
論
議
が
十
分
で
な
い
状
態
で
法
改
正
審
議
が
進
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
審
議
入
り
直
前
に
公
表
さ
れ

た
厳
罰
化
認
容
の
高
い
世
論
調
査
の
数
字
に
よ
る
支
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
衆
議
院
法
務
委
員
会
の
最
終
日
に
は
、
最

大
野
党
の
民
主
党
も
反
対
す
る
党
法
務
部
会
委
員
を
差
し
替
え
て
与
党
案
賛
成
に
ま
わ
っ
て
い
る
。
党
執
行
部
は
そ
の
理
由
を
「
世

論
状
況
を
考
慮
し
て
」
と
し
て
い
る
（
同
年
十
月
三
十
一
日
付
け
朝
日
新
聞
夕
刊
）
。
各
少
年
事
件
当
時
の
世
論
調
査
を
見
る
と
、
一

九
九
七
年
、
神
戸
の
酒
鬼
薔
薇
事
件
で
一
四
歳
犯
人
逮
捕
直
後
七
月
一
九
日
・
二
〇
日
の
読
売
新
聞
調
査
（
全
国
個
別
訪
問
面
接
調

査
、
一
九
二
五
人
）
で
は
、
日
本
で
も
凶
悪
犯
罪
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
不
安
を
感
じ
る
人
の
割
合
「
大
い
に
」
「
多
少
は
」
を
合
わ

せ
て
九
二
％
。
一
六
歳
未
満
で
も
刑
事
罰
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
厳
罰
化
賛
成
に
七
六
・
三
％
、
反
対
八
・
四
％
。
二
〇
〇
〇

年
、
西
鉄
高
速
バ
ス
乗
っ
取
り
事
件
で
一
七
歳
の
犯
人
逮
捕
後
、
六
月
総
選
挙
で
厳
罰
化
が
争
点
化
し
た
後
、
同
改
正
法
案
が
国
会

審
議
入
す
る
直
前
の
九
月
二
二
日
と
二
三
日
実
施
さ
れ
た
毎
日
新
聞
調
査
（
全
国
電
話
調
査
、
全
国
一
〇
五
一
人
回
答
）
で
は
、
「
刑

罰
対
象
年
齢
一
四
歳
へ
の
引
き
下
げ
」
に
賛
成
が
八
二
％
、
反
対
は
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
世
論
調
査
結
果
が
二
〇
〇
〇

年
一
〇
月
一
〇
日
か
ら
始
ま
っ
た
国
会
審
議
で
、
厳
罰
化
を
掲
げ
る
政
府
与
党
案
採
決
へ
の
強
力
な
推
進
力
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
本
稿
の
課
題
で
も
あ
る
報
道
と
世
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
事
項
が
こ
の
時
期
に
生
じ
て
い
る
。
ほ
ぼ

同
じ
時
期
の
九
月
三
十
日
と
十
月
一
日
に
日
本
世
論
調
査
会
と
共
同
通
信
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
加
盟
地
方
新
聞
に
配
信
さ
れ
た
全
国

面
接
調
査
（
全
国
有
権
者
一
九
二
六
人
）
で
は
、
改
正
点
を
網
羅
し
た
①
事
実
認
定
の
適
正
化
、
②
被
害
者
へ
の
情
報
公
開
、
③
厳

罰
化
、
の
改
正
に
は
賛
成
九
〇
％
で
あ
る
が
、
「
厳
罰
化
」
だ
け
に
限
っ
た
質
問
で
は
「
賛
成
」
四
〇
％
と
な
っ
た
。
先
に
示
し
た
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毎
日
新
聞
の
調
査
結
果
と
比
べ
、
厳
罰
化
賛
成
に
四
〇
％
以
上
の
開
き
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
原
因
に
は
複
数
の
要
因
が
関
係
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
主
要
理
由
の
一
つ
と
し
て
被
験
者
は
こ
の
と
き
始
め
て
少
年
法
改
正
の
内
容
が
厳
罰
化
だ
け
で
な
い
こ
と
を

知
っ
て
、
各
改
正
点
の
影
響
を
比
較
考
量
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
情
報
と
は
、
一
六
歳
以
上
の
凶
悪
犯
罪
の
場
合
は
原
則
検

察
官
に
送
致
で
あ
り
、
遺
族
へ
の
審
判
情
報
を
提
供
す
る
、
と
す
る
改
正
点
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
時
に

提
供
さ
れ
る
関
連
情
報
の
有
無
で
、
同
一
内
容
質
問
へ
の
意
見
が
変
わ
る
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
両
調
査
は
、
層
化
二
段
階
無
作
為
抽
出
を
適
正
に
行
っ
て
抽
出
さ
れ
て
お
り
、
統
計
学
的
に
は
双
方
と
も
国
民
の
総
意
を
有
意
に

代
表
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
二
日
の
毎
日
新
聞
調
査
で
は
、
一
般
市
民
の
少
年
犯
罪
へ
の
不
安
が
表
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、

数
日
後
に
別
二
項
目
の
よ
う
な
付
帯
条
件
が
加
え
ら
れ
れ
ば
、
必
ず
し
も
厳
罰
化
は
必
要
で
は
な
い
、
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
先
の

毎
日
新
聞
調
査
時
点
で
は
、
回
答
者
は
重
要
な
関
連
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
質
問
に
回
答
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
の
調
査
結
果
は
、
国
会
で
の
法
案
審
議
に
も
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
情
報
提
供
者
と
し
て
の
報
道
側
の

社
会
的
責
任
が
問
わ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
情
報
提
供
方
法
の
検
討
が
要
請
さ
れ
る
。

二
　
少
年
法
厳
罰
化
を
め
ぐ
る
世
論
（
セ
ロ
ン
）
と
輿
論
（
よ
ろ
ん
）

　
同
一
争
点
に
対
す
る
質
問
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
国
民
総
意
に
大
き
な
差
が
生
じ
る
場
合
、
「
自
分
な
り
の
納
得
の
い
く
見
解
が
持

て
な
い
迷
い
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
そ
も
そ
も
国
民
が
熟
慮
で
き
る
よ
う
な
情
報
環
境
に

置
か
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
し
、
後
者
の
傾
向
性
が
強
い
な
ら
ば
問
題
も
生
じ
う
る
。

　
世
論
の
基
に
な
る
意
見
に
は
、
大
き
く
分
け
て
「
あ
る
程
度
の
熟
慮
を
経
た
能
動
的
意
見
」
と
、
「
感
情
的
に
表
出
さ
れ
た
り
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

数
派
と
思
わ
れ
る
方
向
に
依
存
す
る
受
動
的
意
見
」
の
二
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
の
と
ら
え
方
は
、
世
論
と
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輿
論
を
歴
史
的
に
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
と
い
う
議
論
に
も
関
係
す
る
。
今
日
「
世
論
」
と
書
い
て
「
セ
ロ
ン
」
と
呼
ん
だ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
ヨ
ロ
ン
」
と
言
っ
た
り
す
る
両
者
の
読
み
が
意
味
す
る
内
容
は
本
来
別
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
「
輿
論
”
よ
ろ
ん
」
と
は
、
為
政

者
に
と
っ
て
背
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
政
治
が
喚
起
さ
れ
る
も
の
代
表
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
一
方
、
「
世
論
”
せ
ろ
ん
」
と
は

「
騒
然
」
と
し
て
い
て
「
喧
し
い
」
も
の
、
時
に
は
「
煽
動
」
さ
れ
、
ま
た
逆
に
「
鎮
静
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と

（
5
）

い
う
。
ま
た
、
明
治
時
代
の
辞
書
エ
フ
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
『
和
英
大
辞
典
』
（
一
九
〇
一
年
）
で
は
、
輿
論
U
℃
暮
日
○
ゑ
巳
2
／
世

論
H
℃
8
巳
鐘
器
日
冒
①
旨
ω
と
記
載
さ
れ
、
世
論
は
、
一
時
的
な
感
情
や
情
緒
的
判
断
で
あ
っ
て
論
理
的
な
構
成
を
持
た
な
い
も

の
で
あ
り
、
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
に
近
い
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
輿
論
を
少
数
の
エ
リ
ー
ト
間
で
の
合
意
に
基
づ
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
の
、
世
論
は
大
衆
参
加
を
前
提
と
し
た
フ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

シ
ス
ト
的
な
も
の
、
と
い
う
分
類
も
示
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
シ
ス
ト
的
な
も
の
と
は
、
全
体
主
義
者
が
望
む
よ
う
な
簡
単
に
操
作
可

能
な
世
論
と
い
う
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
大
衆
参
加
を
前
提
に
し
た
民
主
主
義
体
制
の
も
と
で
は
、
為
政
者
に
と
っ
て
国
民
意

思
は
、
煽
動
し
や
す
く
沈
静
し
や
す
い
世
論
の
方
が
好
ま
し
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
争
点
に
つ
い
て
国
民
の
多
く
が
じ
っ
く
り
考

え
、
意
見
を
言
い
合
う
討
議
状
況
が
出
現
す
る
と
き
、
政
府
は
政
策
遂
行
の
利
益
が
常
に
国
民
側
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
説
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
時
間
と
コ
ス
ト
を
要
し
、
説
得
に
失
敗
す
る
可
能
性
も
高
ま
る
。
特
に
、
ラ
ジ
オ
・
映
画
・
テ
レ

ビ
と
い
う
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
が
開
発
さ
れ
た
二
〇
世
紀
、
理
性
と
し
て
の
「
輿
論
」
よ
り
も
、
感
性
と
し
て
の
「
世
論
」
の
形
成
は

行
い
易
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
急
激
な
有
権
者
人
口
の
増
大
が
、
討
論
型
参
加
よ
り
も
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
の
一
方
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
情
報
伝
達
へ
の
傾
斜
と
瞬
時
的
な
感
情
・
情
緒
的
反
応
と
し
て
の
幻
想
的
参
加
を
招
来
し
や
す
か
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
来
の
意
味
で
の
輿
論
の
存
在
を
、
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
期
待
す
る
こ
と
に
は
無
理
も
生
じ
え
よ
う
。
本
来
、
輿

論
と
は
、
少
数
の
エ
リ
ー
ト
間
で
の
合
意
に
基
づ
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
も
の
で
あ
る
。
大
衆
社
会
に
お
け
る
輿
論
に
期
待
で
き
る

も
の
は
、
徹
底
的
な
討
論
を
経
た
上
で
合
意
形
成
さ
れ
る
意
見
の
総
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
期
待
さ
れ
る
意
見
は
、
争
点
が
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持
つ
対
立
的
価
値
や
自
分
な
り
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
意
識
し
た
上
で
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
さ
ら
に
譲
歩
す

れ
ば
、
同
争
点
を
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
な
ど
を
測
定
の
対
象
に
す
え

る
こ
と
で
輿
論
度
を
把
握
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
同
一
争
点
へ
の
社
会
調
査
の
結
果
が
、
質
問
形
式
に
よ
っ
て
大
き
く
異

な
る
現
象
は
、
そ
れ
ら
さ
え
も
未
だ
不
十
分
な
状
態
で
あ
っ
た
可
能
性
を
払
拭
で
き
な
い
。

　
現
時
点
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
当
時
の
少
年
法
厳
罰
化
を
め
ぐ
り
、
「
賛
成
・
反
対
」
を
表
明
し
た
有
権
者
の
世
論
度
や
輿
論
度
を

測
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
視
聴
者
・
読
者
の
慎
重
な
考
え
（
熟
慮
）
を
誘
発
し
や
す
い
報
道
と
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点

を
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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三
　
少
年
法
厳
罰
化
と
報
道
の
熟
慮
誘
発
機
能

　
争
点
へ
の
政
策
が
国
民
の
合
意
を
得
る
た
め
に
は
、
根
拠
と
な
る
デ
ー
タ
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
に
可
決
成
立
し
た
こ
の
争
点
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
各
判
断
ポ
イ
ン
ト
に
必
要
な
詳
細
な
デ
ー
タ
、
た
と
え
ば
、

厳
罰
化
の
少
年
へ
の
「
抑
止
効
果
」
や
、
凶
悪
犯
罪
を
引
き
起
こ
し
た
少
年
へ
の
保
護
優
先
と
社
会
復
帰
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て

刑
事
政
策
的
な
情
報
が
十
分
収
集
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
同
年
一
〇
月
二
六
日
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
の

保
岡
興
治
法
務
大
臣
の
「
総
合
的
、
体
系
的
な
し
っ
か
り
し
た
調
査
の
結
果
、
何
を
や
れ
ば
ど
う
な
る
効
果
が
あ
る
、
と
い
う
デ
ー

タ
は
な
い
」
と
い
う
答
弁
か
ら
も
窺
え
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
最
高
裁
は
、
重
大
事
件
を
起
こ
し
た
少
年
の
生
活
環
境
な
ど
の
調

査
記
録
や
、
各
事
件
の
事
例
を
研
究
す
る
研
究
班
を
設
置
し
、
文
部
省
の
国
立
教
育
研
究
所
と
厚
生
省
の
国
立
公
衆
衛
生
院
も
、
少

年
事
件
の
事
例
を
集
め
、
親
や
教
師
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
こ
と
で
、
「
キ
レ
ル
子
ど
も
」
た
ち
の
実
態
調
査
を
始
め
て
い

る
。
し
か
し
、
当
時
の
改
正
作
業
は
そ
う
し
た
調
査
結
果
を
待
た
ず
に
議
員
立
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。
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図1　マス・メディア効果測定の3つの視点

マス・メディア報道

（影響・効果）

情報処理過程1①争点認知→②熟慮誘発→③感情・評価

＼
イアからの同調圧力
　＼

動的設定メカニズム

デ
　
　
受

メメティアからの同調圧力　　情報志向動機の活性化

　　　　　　／　　　　↓
受動的設定メカニズム　　読者・視聴者の能動性重視

　
政
策
推
進
の
根
拠
デ
ー
タ
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
感
情
的
な
支
持
的
世

論
形
成
に
寄
与
す
る
だ
け
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
社
会
的
責
任
を
問
わ
れ
か

ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
為
政
者
側
は
何
の
根
拠
な
く
世
論
誘
導
を
行
い
、

政
策
を
運
営
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
。
有
権
者
レ
ベ
ル
で
の
熟
慮
が
実
質
的
に
要
請

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
刑
罰
規
定
の
運
用
や
改
正
が
進
む
こ
と
に
問
題
が
あ
る
な
ら
ば
、

報
道
側
に
も
情
報
提
供
上
の
工
夫
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題

を
メ
デ
ィ
ア
効
果
研
究
の
側
面
か
ら
捉
え
、
少
年
法
改
正
当
時
の
選
挙
報
道
や
国
会
審

議
報
道
の
「
熟
慮
誘
発
機
能
」
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
報
道
の
熟
慮
誘
発
機

能
で
は
、
争
点
認
知
力
や
争
点
評
価
力
で
は
な
く
、
視
聴
者
・
読
者
へ
の
熟
慮
誘
発
力

を
測
定
軸
に
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
関
係
を
略
図
し
た
も
の
が

図
1
で
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
ど
の
程
度
「
争
点
化
機
能
（
議
題
設
定
機
能
）
」
を

持
っ
て
い
た
か
、
「
説
得
機
能
」
を
持
っ
て
い
た
か
を
測
定
す
る
視
点
で
は
な
く
、
読

者
・
視
聴
者
に
ど
れ
だ
け
冷
静
な
ジ
レ
ン
マ
（
熟
慮
誘
発
）
を
付
与
で
き
た
か
に
注
目

し
て
い
る
。

　
争
点
と
さ
れ
る
以
上
、
下
位
論
点
を
巡
っ
て
利
害
関
係
の
対
立
が
存
在
す
る
。
賛
否

が
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
比
較
考
量
が
必
要
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
争

点
で
は
な
く
早
急
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
事
案
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
合
意
争
点

で
あ
る
。
こ
の
場
合
メ
デ
ィ
ア
は
、
事
実
と
な
る
デ
ー
タ
を
正
確
に
伝
達
し
、
視
聴

者
・
読
者
の
説
得
に
努
め
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
争
点
賛
否
に
つ
な
が
る
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根
拠
デ
ー
タ
が
不
確
か
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
世
論
が
そ
れ
を
強
く
求
め
て
い
る
場
合
、
メ
デ
ィ
ア
は
、
反
対
の
立
場
か
ら
想
定

さ
れ
る
影
響
を
視
聴
者
・
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
で
熟
慮
誘
発
に
努
め
な
れ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
報
道
は
想
定
の
範
囲
内
で
、

争
点
が
も
た
ら
す
生
活
上
の
利
害
、
つ
ま
り
、
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
の
可
能
性
を
わ
か
り
や
す
く
提
示
し
、
最
終
的
判
断
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

視
聴
者
・
読
者
の
価
値
観
や
人
生
体
験
に
委
ね
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
争
点
判
断
に
必
要
な
デ
ー
タ
や
情
報
の
存
在
に
敏
感
に
な
れ
る

た
め
に
は
、
争
点
へ
の
熟
慮
が
誘
発
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
勿
論
、
有
権
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
よ
っ
て
、
政
策
の
効
果

が
メ
リ
ッ
ト
に
も
デ
メ
リ
ッ
ト
に
も
な
り
、
か
つ
、
メ
デ
ィ
ア
側
が
何
を
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
設
定
す
る
か
と
い
う
操

作
性
か
ら
も
読
者
は
、
完
全
に
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
重
要
な
点
は
、
争
点
と
各
自
生
活
圏
の
関
係
を
ど
れ
だ
け
感
じ
取

れ
た
か
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
機
能
は
報
道
の
熟
慮
誘
発
力
の
測
定
と
い
う
手
法
で
常
に
監
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
少
年
凶
悪
事
件
の
連
続
発
生
に
端
を
発
す
る
厳
罰
化
争
点
は
、
す
で
に
一
般
市
民
レ
ベ
ル
に
、
自
己
生
活
圏
に
関
わ
る
身
近
な
争

点
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
報
道
が
も
た
ら
し
た
問
題
は
、
厳
罰
化
が
「
普
通
な
」
少
年
の
「
遊
び
型
」
凶
悪
犯
罪
を
抑
止
で
き

る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
想
定
だ
け
を
強
く
誘
発
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
映
像
メ
デ
ィ
ア
の
事
件
報
道
が
果
た
し
た
影
響
力
は

大
き
い
。
課
題
は
、
対
抗
情
報
と
し
て
の
デ
メ
リ
ッ
ト
想
定
を
露
出
さ
せ
る
こ
と
で
影
響
予
測
情
報
の
不
均
衡
状
態
を
解
消
し
、
恐

怖
訴
求
環
境
を
い
か
に
熟
慮
誘
発
環
境
に
変
化
さ
せ
う
る
か
で
あ
る
。
厳
罰
化
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
三
点
か
ら

抽
出
可
能
で
あ
ろ
う
。

論
点
①

論
点
②

論
点
③

厳
罰
化
の
「
抑
止
率
」

厳
罰
化
と
加
害
少
年
「
更
正
率
」

厳
罰
化
へ
の
被
害
者
遺
族
の
「
思
い
」
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た
と
え
ば
、
厳
罰
化
の
抑
止
効
果
が
低
い
場
合
、
現
状
よ
り
多
く
の
少
年
が
長
期
拘
禁
で
刑
務
所
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
の
社
会
復
帰
更
生
率
が
低
い
と
、
何
度
も
社
会
と
刑
務
所
を
行
き
来
す
る
人
問
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
過
程
で
犯
罪
が

引
き
起
こ
さ
れ
、
社
会
へ
の
防
衛
力
は
低
下
す
る
。
ま
た
、
厳
罰
化
は
、
被
害
者
遺
族
の
「
応
報
感
情
の
充
足
」
と
の
間
で
も
考
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厳
罰
化
だ
け
が
、
遺
族
感
情
の
充
足
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
の
確
認
が
必
要
に
な
る
。
以
上

の
よ
う
な
側
面
か
ら
想
定
さ
れ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
提
示
は
、
具
体
的
な
映
像
を
持
た
な
く
と
も
取
材
報
道
が
可
能
な
活
字
メ
デ
ィ
ア
の

大
き
な
役
割
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
と
違
っ
て
争
点
の
全
体
構
造
を
一
括
し
て
掲
載
し
提
示
し
続
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
こ
か
ら
、
当
時
の
主
要
全
国
紙
が
、
厳
罰
化
の
デ
メ
リ
ッ
ト
予
測
を
ど
の
よ
う
に
報
道
し
て
い
た
か
を
検
証
す
る
意
義
が
生
じ
る
。

以
下
で
は
、
当
時
の
新
聞
報
道
が
、
各
論
点
の
効
果
予
測
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
た
か
を
検
証
し
た
。

426

四
　
改
正
厳
罰
化
に
関
す
る
全
国
三
紙
の
報
道
内
容

　
分
析
対
象
紙
は
、
読
売
・
朝
日
・
毎
日
の
全
国
三
紙
で
あ
る
。
記
事
分
析
の
視
点
は
、
上
記
三
論
点
か
ら
の
情
報
量
と
質
的
内
容

で
あ
る
。
分
析
対
象
期
間
は
、
改
正
作
業
が
実
際
に
行
わ
れ
た
二
〇
〇
〇
年
の
一
月
一
日
か
ら
同
年
二
一
月
末
日
ま
で
で
、
い
ず
れ

も
各
新
聞
社
が
提
供
し
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
行
っ
た
。
検
索
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

「
少
年
法
」
と
以
下
の
各
キ
ー
ワ
ー
ド
、
①
「
抑
止
力
」
あ
る
い
は
「
抑
止
効
果
」
、
②
再
犯
率
、
③
厳
罰
・
遺
族
、
で
あ
る
。
ま
た
、

法
改
正
に
関
す
る
情
報
は
、
選
挙
や
国
会
審
議
で
の
各
政
党
や
議
員
の
態
度
と
い
う
視
点
か
ら
よ
く
報
道
さ
れ
る
た
め
、
④
選
挙
、

⑤
国
会
、
⑥
議
員
、
⑦
政
党
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
記
事
量
を
検
索
し
、
前
段
の
記
事
量
と
比
較
し
た
。

　
二
〇
〇
〇
年
の
一
年
間
で
「
少
年
法
と
改
正
」
で
ヒ
ッ
ト
し
た
記
事
数
は
、
読
売
新
聞
二
五
九
本
、
朝
日
新
聞
三
一
九
本
、
毎
日

新
聞
五
一
二
本
、
で
あ
る
。
表
1
は
、
三
紙
ご
と
の
各
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
ん
だ
記
事
数
の
比
較
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ



二〇〇〇年「少年法改正」をめくる新聞報道と世論形成

表1　少年法改正に関する新聞報道のフレーム分類

　（分析対象期間　2000年1月1日から2000年12月未日） （記事本数）

　　　　分析対象新聞

検索キーワード
朝日新聞 読売新聞 毎日新聞

少年法改正 319本 259本 512本

①少年法と抑止力

　（抑止効果）
19本 5本 10本

②少年法と再犯率 5本 3本 4本

③少年法と厳罰と遺族

　（実際の意見掲載）

　　31本

（10本：8人）

　　16本

（5本：6人）

　　21本

（5本：5人）

少年法と政党 57本 59本 61本

少年法と選挙 149本 138本 104本

少年法と議員 125本 102本 163本

少年法と国会 157本 184本 286本

少年法と検察官 111本 102本 333本

少年法と情報公開 21本 18本 32本

表2　少年法改正「厳罰化」に対する遺族の意見（キーワートニ少年法改正・遺族・厳罰）

　　　　　　（分析対象期問　2000年1月1日から2000年12月末日）

読売新聞

日付・掲載面 厳罰化賛成 意　見 厳罰化反対
被害者遺族名

（事件名・続柄）

①　10月18日（掲

載面：2面、夕刊）

傍聴参加不可欠

　　●

児玉昭平さん

（山形マット事件・父）

②　10月18日（掲

載面：2面、朝刊）

審判参加必要

　　●

土師　守さん

（神戸事件・父）

③　10月31日（掲

載面：2面、夕刊）

審判参加必要

　　●

同　上

（●と一は、各被害者遺族の厳罰化に対する意見が賛否のどちら側にあるかを示す）
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④　10月31日（掲 ● 情報公開必要 武るり子さん

載面：2面、夕刊） （少年犯罪被害当事者

の会代表：長男暴行で

死亡・母）

⑤　10月31日（掲 審判の公開性確 匿　名

載面：7面、夕刊） 保されれば （神戸事件被害者少女・

● 母）

⑥　同　上 被害者救済補償 塚本猪一郎さん

制度の整備必要 （西鉄バス事件・長男）

●

⑦　12月05日（掲 飯島京子さん

載面：地方、朝刊） ● （埼玉・集団暴行殺人

事件・母）

朝日新聞

日付・掲載面 厳罰化賛成 意　見 厳罰化反対
遺族者遺族名

（事件名・続柄）

①　6月6日（掲
載面：家庭、朝刊）

●
塚本猪一郎さん

（西鉄バス事件・長男）

②　9月9日（掲 宮田幸久さん

載面：3面、朝刊） ● （長野県池田・集団リ

ンチ事件・母）

③　同　上 武るり子さん

●
（少年犯罪被害当事者

の会代表：長男暴行て

死亡・母）

④　9月22日（掲 事実解明の仕組 岡崎和江さん

載面＝3面、朝刊） 整備・遺族審判 （茨城県牛久・14歳三

参加で謝罪の気 男同級生に殴られ死

持ちが出れば ● 亡・母）

⑤　10月18日（掲

載面：3面、朝刊）
●

土師　守さん

（神戸事件・父）

⑥　同　上 事実解明の仕組 児玉昭平さん

整備・審判参加 （山形マット事件・父）

●
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⑦　10月24日（掲 罪の自覚できる 児玉昭平さん

載面：1面、朝刊） 制度が必要 （山形マット事件・父）

●

⑧　10月27目（掲 遺族への補償制 塚本猪一郎さん

載面：地方、朝刊） 度の整備があれ （西鉄バス事件・長男）

ば ●

⑨　10月28日（掲 事実解明の仕組 岡崎后生さん

載面二社会、朝刊） 整備・遺族審判 （茨城県牛久・14歳三

参加で謝罪の気 男同級生に殴られ死

持ちが出れば ● 亡・父）

⑩　同　と
●

土師　守さん

（神戸事件・父）

⑪　ll月1日（掲
載面：社会、朝刊）

●
厳罰化は抑止力

の1助になる

児玉昭平さん

（山形マット事件・父）

⑫　同　ヒ 罪を与えるだけ 山口由美子さん

では再犯してし （西鉄バス事件・重傷

まう。論議には ● 被害者）

更正の視点が足

りない。

⑬　11月5日（掲 真に更正するこ 塚本猪一郎さん

載面：2面、朝刊） とが遺族救済 ● （西鉄バス事件・長男）

⑭　11月18日（掲 山口由美子さん

載面：社会、朝刊） ● （西鉄バス事件・重傷

被害者）

⑮　同　上 武るり子さん

● （少年犯罪被害当事者

の会代表）

毎日新聞

日付・掲載面 厳罰化賛成 意　見 厳罰化反対
事件名と被害者

遺族名

①　5月19日（掲

載面：2面、朝刊）
●

武るり子さん

（少年犯罪被害当事者

の会代表：長男暴行で

死亡・母）
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②　5月19日（掲 本村　洋さん

載面：2面、朝刊） ● （山口光市母子殺人事

件・夫）

③　6月20日（掲

載面：2面、夕刊）
●

同　上

④　10月31日（掲載 武るり子さん

面：社会面、夕刊） ● （少年犯罪被害当事者

の会代表）

⑤　同　上 事実解明の仕組 宮田幸久さん

整備が必要 （茨城県牛久・14歳三

● 男同級生に殴られ死
亡・父）

⑥　11月5日（掲載 償いの気持ち形 塚本猪一郎さん

面：社会面、朝刊） 成が先・遺族救 （西鉄バス事件・長男）

済補償制度が必

要 ●

⑦　11月29日（掲載 どちらとも言え 鈴木善司さん（成田

面：地方版、朝刊） ない　● 市・いじめ自殺中学
生・父）

ー
ド
が
含
ま
れ
て
い
な
い
記
事
で
も
、
内
容
的
に
は
各
論
点
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
想
定
さ
れ
、
各
項
目
で
重
複
し
て
カ

ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
記
事
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
相

対
的
に
、
論
点
記
事
量
と
政
局
記
事
量
間
の
記
事
取
扱
量
の
違

い
を
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
に
よ
る
分
類
で
は
、
少
年
法
改
正
問
題
は
、

選
挙
や
政
党
・
国
会
審
議
関
連
と
の
関
連
で
多
く
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
一
方
で
、
有
権
者
た
る
読
者
が
熟
慮
す
る
に
必
要
な

論
点
を
含
む
記
事
は
非
常
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

少
年
法
改
正
に
関
す
る
記
事
は
、
選
挙
や
国
会
で
の
議
員
や
政

党
問
で
の
や
り
取
り
を
伝
え
る
記
事
と
し
て
多
く
書
か
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　
論
点
①
②
の
記
事
分
析
を
通
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
読
者

の
熟
慮
誘
発
に
重
要
な
デ
ー
タ
を
含
む
記
事
が
各
紙
に
掲
載
さ

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
報
道
さ
れ
た
と
し
て
も

一
回
掲
載
の
み
で
終
わ
っ
て
お
り
、
多
く
の
読
者
の
目
に
触
れ

な
い
報
道
構
成
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
論
点
①
の
「
抑
止
率
」
に
関
し
、
二
〇
〇
〇
年

七
月
、
法
務
省
は
少
年
鑑
別
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
約
一
、
六
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○
○
人
の
少
年
に
対
し
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
「
少
年
法
が
甘
い
か
ら
非
行
を
し
た
の
か
」
と
の
問
い
に
八
七
％
の
少
年
が

「
違
う
」
と
回
答
し
た
事
実
を
公
表
し
て
い
る
。
こ
の
数
値
は
、
実
際
の
厳
罰
化
実
施
デ
ー
タ
が
な
い
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
、

少
な
く
と
も
抑
止
力
に
つ
い
て
の
参
考
値
と
し
て
は
、
一
般
有
権
者
に
と
っ
て
重
要
な
判
断
指
標
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
数
値
を
報
道
し
た
の
は
、
毎
日
新
聞
（
九
月
二
二
日
東
京
版
朝
刊
・
九
月
一
九
日
東
京
版
朝
刊
）
と
朝
日
新
聞
（
一
〇
月
二
四
日
全

国
版
朝
刊
）
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
両
紙
と
も
に
一
回
限
り
の
掲
載
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
両
紙
と
も
情
報
内
容
は
見
出
し
に

な
っ
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
も
九
〇
字
か
ら
一
〇
〇
字
以
内
の
文
中
引
用
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
。
読
売
新
聞
は
こ
の
数
値
を
分
析
期

間
内
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
。
系
列
テ
レ
ビ
局
を
束
ね
る
全
国
紙
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

も
取
り
上
げ
ら
れ
に
く
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
デ
ー
タ
は
一
般
読
者
・
視
聴
者
に
は
届
き
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
論
点
②
の
「
再
犯
率
」
に
関
し
、
法
改
正
前
年
一
九
九
九
年
の
「
犯
罪
白
書
」
（
一
九
九
九
年
一
一
月
一
二
日
公
表
）
で
は

「
少
年
院
出
所
者
の
再
犯
率
と
刑
務
所
出
所
者
の
再
犯
率
」
が
数
値
で
示
さ
れ
て
い
る
。
少
年
院
退
院
後
の
少
年
達
の
再
犯
率
は
二

四
・
三
％
。
一
方
、
九
三
年
に
少
年
刑
務
所
を
出
所
し
て
五
年
経
過
後
の
九
八
年
末
ま
で
に
再
び
刑
務
所
に
再
入
所
し
た
者
の
再
犯

率
は
、
満
期
釈
放
に
よ
る
も
の
四
八
・
二
％
（
仮
釈
放
に
よ
る
も
の
の
約
三
〇
％
）
で
、
少
年
院
退
院
者
の
ほ
ぼ
二
倍
の
再
犯
率
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
、
一
般
読
者
・
視
聴
者
が
論
点
②
の
我
が
国
で
の
厳
罰
化
後
の
更
正
率
や
再
犯
率
を
考
え
る
と
き
の
重
要

な
数
値
指
標
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
数
値
を
報
道
し
た
の
は
、
読
売
新
聞
（
九
月
一
日
東
京
版
朝
刊
）
の
一
回
だ
け
で
あ
る
。
見

出
し
に
は
こ
の
内
容
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
毎
日
新
聞
（
一
〇
月
一
一
二
日
東
京
夕
刊
）
で
は
具
体
的
な
数
値
を
掲
載
し
な
い
で
五

〇
字
程
度
の
引
用
文
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
朝
日
新
聞
は
同
期
間
内
で
は
、
こ
の
デ
ー
タ
を
掲
載
す
る
記
事
は
検
索
さ
れ
な
か
っ

た
。
但
し
、
こ
の
論
点
に
関
し
て
、
朝
日
新
聞
（
一
一
月
二
百
全
国
版
朝
刊
）
は
「
米
国
の
九
つ
の
州
で
行
わ
れ
て
い
る
凶
悪
犯
罪

少
年
が
被
害
者
側
と
対
話
（
協
議
）
を
経
験
し
た
方
が
、
裁
判
だ
け
の
場
合
よ
り
再
犯
率
が
三
二
％
も
低
い
こ
と
」
を
紹
介
す
る
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
本
来
、
論
点
①
②
は
、
対
抗
関
係
に
も
立
つ
項
目
で
あ
る
が
、
記
事
検
索
の
発
行
日
か
ら
分
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か
る
こ
と
は
、
両
論
点
を
同
じ
記
事
内
で
対
比
的
に
扱
う
記
事
が
一
本
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。

　
ま
た
、
論
点
③
「
遺
族
」
が
厳
罰
化
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
実
際
の
コ
メ
ン
ト
が
記
事
に
さ
れ

た
掲
載
日
に
は
偏
り
が
見
ら
れ
る
。
表
2
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
実
際
の
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
た
記
事
数
は
、
読
売
七
本
、
朝

日
十
五
本
、
毎
日
七
本
。
発
言
内
容
か
ら
遺
族
は
必
ず
し
も
厳
罰
化
だ
け
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
多
く
の

記
事
は
国
会
審
議
で
の
参
考
人
質
疑
で
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
一
〇
月
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
。
改
正
が
争
点
に
な
っ
た
六
月
下
旬
の

選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
や
国
会
審
議
直
前
九
月
下
旬
の
世
論
調
査
時
に
は
掲
載
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
遺
族
の
心
の
変
化
を
追
う
取

材
に
は
、
細
心
の
配
慮
と
注
意
が
要
請
さ
れ
る
が
、
一
般
読
者
の
熟
慮
誘
発
に
関
わ
る
情
報
の
重
さ
を
考
え
る
と
、
そ
の
取
材
報
道

時
期
や
掲
載
方
法
が
十
分
で
あ
っ
た
か
は
、
今
後
の
検
討
課
題
に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
当
時
の
報
道
フ
レ
ー
ム
を
整
理
し
て
み
る
と
、
特
に
、
六
月
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
や
九
月
下
旬
の
国
会
審

議
が
始
ま
る
各
世
論
調
査
時
期
に
お
い
て
、
厳
罰
化
是
非
に
関
す
る
記
事
掲
載
の
仕
方
に
は
、
課
題
が
残
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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む
す
び
に
ー
「
知
ら
せ
る
メ
デ
ィ
ア
」

と

「
問
い
か
け
る
メ
デ
イ
ア
」

　
本
稿
で
問
題
に
し
た
い
点
は
、
当
該
事
例
の
よ
う
に
、
賛
成
お
よ
び
反
対
の
確
固
た
る
根
拠
デ
ー
タ
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
視

聴
者
・
読
者
が
感
情
的
な
意
見
に
流
れ
て
政
策
や
法
案
が
支
持
さ
れ
る
場
合
の
報
道
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
に
、
報
道

側
に
は
何
も
為
す
術
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
社
会
的
責
任
が
問
わ
れ
る
と
同
時
に
、
統
制
側
に
よ
る
世
論
誘
導
は
容
易

に
な
る
。
特
に
、
世
論
が
視
覚
的
な
情
報
に
よ
っ
て
感
情
的
で
あ
る
時
に
は
、
「
知
ら
せ
る
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
問
い

か
け
る
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
世
論
が
勺
8
三
費
－
器
葺
一
日
窪
5
で
は
な
く
、
自
己
意
見
の
根
拠
を
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自
覚
し
た
評
窪
ε
＆
讐
お
三
で
あ
る
た
め
に
は
、
「
問
い
か
け
る
メ
テ
ィ
ア
」
に
よ
っ
て
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
双
方
か
ら
の

影
響
可
能
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
の
報
道
フ
レ
ー
ム
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
厳
罰
化
の
デ
メ
リ
ッ
ト
に
も
繋
が

る
デ
ー
タ
や
遺
族
コ
メ
ン
ト
が
示
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
読
者
の
前
に
露
出
す
る
時
期
と
量
に
工
夫
が
少
な
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
度
報
道
さ
れ
た
事
実
は
、
誰
か
の
言
動
と
関
連
す
る
新
事
象
が
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
報
道
機

関
と
し
て
は
再
利
用
し
な
い
方
針
が
存
在
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
は
「
知
ら
せ
る
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
る
こ
と
に
価
値
を
置
き
、

争
点
情
報
を
「
問
い
か
け
る
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
価
値
を
置
か
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
報
道
姿
勢
は
、
視
聴
者
・
読
者
を
政
党
が
設
定
す
る
争
点
に
熟
慮
誘
発
さ
せ
る
た
め
に
は
、
不
親
切
で
あ
る
。

　
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
体
感
治
安
悪
化
に
よ
る
犯
罪
厳
罰
化
へ
の
強
い
要
請
は
、
地
域
社
会
を
中
心
と
す
る
人
間
関
係
の

希
薄
化
が
根
底
に
存
在
す
る
。
凶
悪
犯
罪
を
引
き
起
こ
し
た
少
年
を
ど
う
処
遇
す
る
か
と
い
う
課
題
に
多
く
の
市
民
が
熟
慮
で
き
る

よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
こ
の
側
面
の
改
善
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
生
活
上
の
交
流
実
感
が
な
く
顔
の
よ
く
見
え
な
い
範
疇
に
属
す
る

相
手
を
、
好
意
的
に
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
整
備
が
済
む
ま
で
報
道
が
何
の
試
み
も
せ
ず
、
読

者
・
視
聴
者
の
感
情
的
誘
発
に
だ
け
機
能
し
て
し
ま
う
事
態
に
は
否
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
件
報
道
に
関
す
る
映
像
メ
デ

ィ
ア
の
感
情
誘
発
力
が
強
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
政
策
へ
の
熟
慮
が
必
要
と
思
わ
せ
る
こ
と
（
熟
慮
誘
発
力
）
に
つ
い
て
の
工
夫
が
必

要
で
あ
る
。
当
該
争
点
に
熟
慮
と
い
う
コ
ス
ト
を
払
っ
て
も
良
い
と
思
わ
せ
る
工
夫
で
あ
る
。
熟
慮
誘
発
が
起
こ
ら
な
い
限
り
、
期

待
さ
れ
る
新
し
い
情
報
媒
体
で
あ
る
≦
3
ω
箒
に
よ
っ
て
、
関
連
情
報
を
検
索
す
る
と
い
う
主
体
的
情
報
行
動
も
起
こ
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
報
道
側
は
、
客
観
的
事
実
の
速
報
と
同
時
に
、
複
雑
化
し
た
現
代
の
情
報
過
剰
社
会
に
お
い
て
は
、
争
点
へ
の
熟
慮
を
誘

発
さ
せ
る
責
任
が
あ
る
。
今
後
メ
デ
ィ
ア
間
の
競
争
に
は
、
提
供
内
容
や
方
法
の
工
夫
に
よ
っ
て
読
者
・
視
聴
者
へ
の
熟
慮
誘
発
力

を
争
う
姿
勢
と
そ
れ
を
支
え
る
測
定
技
法
の
開
発
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
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（
1
）
　
河
合
幹
雄
『
安
全
神
話
崩
壊
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
岩
波
書
店
、
二
七
三
⊥
一
七
九
頁
、
二
〇
〇
四
年
。

（
2
）
　
山
下
京
子
『
彩
花
へ
1
生
き
る
力
を
あ
り
が
と
う
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
七
年
。

（
3
）
　
小
川
恒
夫
『
政
治
メ
デ
ィ
ア
の
熟
慮
誘
発
機
能
』
八
千
代
出
版
、
六
三
－
六
六
頁
、
二
〇
〇
六
年
。

（
4
）
　
宮
武
実
知
子
「
世
論
（
せ
ろ
ん
／
よ
ろ
ん
）
概
念
の
生
成
」
『
津
金
澤
聡
廣
編
集
『
広
報
・
広
告
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
五
六
ー
七
四
頁
、
二
〇
〇
三
年
。

（
5
）
　
住
友
陽
文
「
近
代
日
本
の
政
治
社
会
」
『
日
本
史
研
究
』
四
六
三
号
、
七
三
－
七
四
頁
、
二
〇
〇
一
年
。

（
6
）
　
佐
藤
卓
巳
「
あ
い
ま
い
な
日
本
の
世
論
」
佐
藤
卓
巳
編
『
戦
後
世
論
の
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
』
柏
書
房
、
一
六
頁
、
二
〇
〇
三
年
。

（
7
）
　
佐
藤
卓
巳
「
『
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
世
紀
』
と
広
報
学
の
射
程
」
津
金
澤
聡
廣
編
『
広
報
・
広
告
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
－
二
〇
頁
、
二
〇
〇
三
年
。

（
8
）
　
前
掲
『
政
治
メ
デ
ィ
ア
の
熟
慮
誘
発
機
能
』
八
千
代
出
版
、
九
〇
1
九
二
頁
、
二
〇
〇
六
年
。
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